
                                   日薬連発４８８号 

2019 年 6 月 18 日  

加 盟 団 体 殿 

日 本 製 薬 団 体 連 合 会 

                                   安 全 性 委 員 会  

                                      委 員 長  荒 井 美 由 紀 

 

「使用上の注意」の改訂について 

 

標記について、令和元年６月１８日付け薬生安発0618第1号をもって、厚生労働省医

薬・生活衛生局医薬安全対策課長より当連合会安全性委員会委員長宛、別添のとおり

通知がありました。 

つきましては、貴会会員に対し、同通知に従い速やかに所要の手当を行うよう周知

徹底方お願い申し上げます。 



 

 

薬 生 安 発 ０ ６ １ ８ 第 １ 号 

令 和 元 年 ６ 月 18 日  

 

日本製薬団体連合会 

 安全性委員会委員長 殿 

 

 

 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長 

     

 

  

 

「使用上の注意」の改訂について 

 

令和元年度第３回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対

策調査会（令和元年５月 31 日開催）における審議結果等を踏まえ、医薬品の「使用

上の注意」の改訂が必要と考えますので、下記のとおり必要な措置を講ずるよう関係

業者に対し周知徹底方お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

別紙１から別紙６までのとおり、できるだけ早い時期に添付文書を改訂し、医薬

関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずること。 

また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和 35 年法律第 145 号）第 52 条の２第１項に規定する届出が必要な医薬品の添付文

書を改訂する場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構宛て同項の規

定に基づく届出を行うこと。 

 

 



 
 別
紙
１
 

 【
薬
効
分
類
】
３
９
６
 
糖
尿
病
用
剤
 

【
医
薬
品
名
】
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
（
1
日
最
高
投
与
量
が
2
,
2
5
0
m
g
で
あ
る
製
剤
）
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。
 

 【
「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
9
年
4
月
2
5
日
付
け
薬
発
第
6
0
6
号
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂
 

（
旧
記
載
要
領
）
】
 

下
線
は
変
更
箇
所

 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

次
に
示
す
状
態
の
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
 

2
)
中
等
度
以
上
の
腎
機
能
障
害
 

3
)
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

4
)
重
度
の
肝
機
能
障
害
 

5
)
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、
肺
塞
栓
等
心
血
管
系
、
肺
機
能
に
高

度
の

障
害
の
あ

る
患
者
及

び
そ
の

他
の
低
酸

素
血
症
を

伴
い
や

す
い
状

態
 

6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

7
)
脱
水
症
、
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
下
痢
、
嘔
吐
等
の
胃
腸
障
害
の
あ
る

患
者
 

禁
忌
 

次
に
示
す
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
の
あ
る
患
者
 

2
)
重
度
の
腎
機
能
障
害
（
eG
F
R
 3
0 
m
L
/
mi
n
/
1
.
73
 m

2 未
満
）
の
あ
る
患
者

又
は
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

3
)
重
度
の
肝
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
 

4
)
心
血
管
系
、
肺
機
能
に
高
度
の
障
害
（
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、

肺
塞
栓
等
）
の
あ
る
患
者
及
び
そ
の
他
の
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状

態
に
あ
る
患
者
 

5
)
脱
水
症
の
患
者
又
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
患
者
（
下
痢
、
嘔
吐
等
の

胃
腸
障
害
の
あ
る
患
者
、
経
口
摂
取
が
困
難
な
患
者
等
）
 

6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

（
新
設
）
 

用
法
・
用
量
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 



 
 

現
行
 

改
訂
案
 

中
等

度
の

腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

（
e
GF
R
 
3
0
m
L
/m
i
n
/
1
.
7
3
m
2
以

上

6
0
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未
満
）
で
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
血
中
濃
度
が
上
昇
し
、

乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
発
現
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
以

下
の

点
に

注
意

す
る

こ
と

。
特

に
、

e
G
F
R
が

3
0m
L/
m
i
n
/
1
.
7
3m

2
以

上

4
5
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未

満
の
患

者
に

は
、

治
療

上
の

有
益
性

が
危

険
性

を
上

回
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
の
み
投
与
す
る
こ
と
。
 

・
投
与
は
、
少
量
よ
り
開
始
す
る
こ
と
。
 

・
投
与
中
は
、
よ
り
頻
回
に
腎
機
能
（
e
G
F
R
等
）
を
確
認
す
る
な
ど
慎
重
に

経
過
を
観
察
し
、
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。 

・
効
果
不
十
分
な
場
合
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
と
し
て
1
日
最
高
投
与

量
を

下
表

の
目

安
ま

で
増

量
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
効

果
を

観
察

し

な
が
ら
徐
々
に
増
量
す
る
こ
と
。
ま
た
、
投
与
に
あ
た
っ
て
は
、
1
日
量

を
1
日
2
～
3回

分
割
投
与
す
る
こ
と
。
 

中
等
度
の
腎
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
に
お
け
る
 

1
日
最
高
投
与
量
の
目
安
 

 

推
算
糸
球
体
濾
過
量
（
e
G
FR
）

（
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
）
 

1
日
最
高
投
与
量
の
目
安
 

 

4
5
≦
e
G
F
R＜

6
0 

1
,
5
0
0
m
g 

3
0
≦
e
G
F
R＜

4
5 

7
5
0
m
g 

慎
重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
状
態
の
患
者
 

慎
重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
状
態
の
患
者
 



 
 

現
行
 

改
訂
案
 

軽
度
の
腎
機
能
障
害
 

軽
度
～
中
等
度
の
腎
機
能
障
害
 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

ま
れ
に
重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
以
下
の

内
容
を
患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

1
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

2
)
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
に
よ
り
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ

る
場
合
に
は
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中
止
し
、
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

3
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
初
期
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受

診
す
る
こ
と
。
 

 

ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
本
剤
の
併
用
に

よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前
は
本
剤
の

投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行
う
必
要
が

あ
る
場
合
を
除
く
）
。
ヨ
ー
ド
造
影
剤
投
与
後
4
8
時
間
は
本
剤
の
投
与
を
再

開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に
注
意
す
る
こ

と
。
 

 

脱
水
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
脱
水
症
状
が
あ

ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。
利
尿
作

用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
S
G
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の
併
用
時
に
は
、
特

に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

ま
れ
に
重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
リ
ス
ク
因
子

と
し
て
は
、
腎
機
能
障
害
、
肝
機
能
障
害
、
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状

態
、
脱
水
（
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
の
併
用
を
含
む
）、

過
度
の
ア
ル
コ
ー

ル
摂
取
、
感
染
症
、
高
齢
者
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
脱
水
、
過
度
の

ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
等
に
よ
り
患
者
の
状
態
が
急
変
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、

以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
本

剤
の

投
与

開
始

前
及

び
そ

の
後

も
投

与
中

は
定

期
的

に
、

腎
機

能

（
e
G
F
R
等
）
及
び
肝
機
能
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
状
態
に
十
分

注
意
し
て
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
な
お
、

高
齢
者
等
、
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な
場
合
に
は
、
よ
り
頻
回
に

確
認
す
る
こ
と
。
 

2
)
脱
水
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行

う
こ
と
。
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
SG
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の

併
用
時
に
は
、
特
に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3
)
本
剤
の
投
与
開
始
時
及
び
そ
の
後
も
投
与
中
は
適
切
に
、
以
下
の
内
容
を

患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

・
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

・
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
の
体
調
不
良
（
シ
ッ
ク
デ
イ
）

の
時
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中
止
し
、

医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 



 
 

現
行
 

改
訂
案
 

腎
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
で
は
腎
臓
に
お
け
る
本
剤
の
排
泄
が
減
少
し
、
本

剤
の
血
中
濃
度
が
上
昇
す
る
。
投
与
開
始
前
及
び
投
与
中
は
以
下
の
点
に
注

意
す
る
こ
と
。
 

1
)
腎

機
能

や
患

者
の

状
態

に
十

分
注

意
し

て
投

与
の

適
否

や
投

与
量

の
調

節
を
検
討
す
る
こ
と
。
腎
機
能
は
、
e
G
F
R
や
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
を

参
考
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

2
)
本
剤
投
与
中
は
定
期
的
に
、
高
齢
者
等
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な

場
合
に
は
よ
り
頻
回
に
腎
機
能
（
e
G
F
R
、
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
）
を

確
認
し
、
腎
機
能
の
悪
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
投
与
の
中
止
や
減

量
を
行
う
こ
と
。
 

 

肝
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

で
は

肝
臓

に
お

け
る

乳
酸

の
代

謝
能

が
低

下
す

る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
本
剤
投
与
中
は
定
期
的
に
肝
機
能
を
確
認
す
る
こ

と
。
 

・
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
症
状
（
胃
腸
障
害
、
倦
怠
感
、
筋
肉
痛
、
過
呼

吸
等
）
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受
診
す
る
こ
と
。
 

4
)
ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
本
剤
の
併
用

に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前
は
本

剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行
う

必
要
が
あ

る
場
合

を
除

く
）
。

ヨ
ー
ド

造
影
剤

投
与

後
4
8
時

間
は
本

剤
の

投
与
を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に

注
意
す
る
こ
と
。
 

     

相
互
作
用
 

（
新
設
）
 

 

相
互
作
用
 

併
用
禁
忌
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
過
度
の
摂
取
）
 

  
 



 
 別
紙
２
 

 【
薬
効
分
類
】
３
９
６
 
糖
尿
病
用
剤
 

【
医
薬
品
名
】
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
（
1
日
最
高
投
与
量
が
7
5
0
m
g
で
あ
る
製
剤
）
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。
 

 【
「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
9
年
4
月
2
5
日
付
け
薬
発
第
6
0
6
号
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂
 

（
旧
記
載
要
領
）
】
 

下
線
は
変
更
箇
所

 

現
行
 

改
訂
案
 

警
告
 

重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
死
亡
に
至
っ
た
例

も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
し
や
す
い
患
者
に
は

投
与
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
重
篤
な
低
血
糖
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
用

法
・
用
量
、
使
用
上
の
注
意
に
特
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

警
告
 

重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
死
亡
に
至
っ
た
例
も

報
告
さ
れ
て
い
る
。
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
し
や
す
い
患
者
に
は
投
与

し
な
い
こ
と
。
 

腎
機
能
障
害
又
は
肝
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
、
高
齢
者
に
投
与
す
る
場
合
に

は
、

定
期

的
に

腎
機

能
や

肝
機

能
を

確
認

す
る

な
ど

慎
重

に
投

与
す

る
こ

と
。
特
に
7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
で
は
、
本
剤
投
与
の
適
否
を
慎
重
に
判
断
す

る
こ
と
。
 

禁
忌
 

次
に
示
す
状
態
の
患
者
 

(
1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
 

(
2
)
腎
機
能
障
害
（
軽
度
障
害
も
含
む
）
 

(
3
)
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

禁
忌
 

次
に
示
す
患
者
 

(
1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
の
あ
る
患
者
 

(
2
)
重
度
の
腎
機
能
障
害
（
eG
F
R
 
3
0
m
L/
m
i
n
/
1.
7
3
m2
未
満
）
の
あ
る
患
者

又
は
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 



 
 

(
4
)
肝
機
能
障
害
 

(
5
)
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、
肺
塞
栓
な
ど
心
血
管
系
、
肺
機
能

に
高
度
の
障

害
の
あ
る

患
者
及

び
そ
の
他

の
低
酸
素

血
症
を

伴
い
や

す

い
状
態
 

(
6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

(
7
)
脱
水
症
、
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
下
痢
、
嘔
吐
等
の
胃
腸
障
害
の
あ

る
患
者
 

 (
8
)
高
齢
者
 

(
3
)
重
度
の
肝
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
 

(
4
)
心
血
管
系
、
肺
機
能
に
高
度
の
障
害
（
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗

塞
、

肺
塞
栓
等

）
の
あ
る

患
者
及

び
そ
の
他

の
低
酸
素

血
症
を

伴
い
や

す
い
状
態
に
あ
る
患
者
 

(
5
)
脱
水
症
の
患
者
又
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
患
者
（
下
痢
、
嘔
吐
等

の
胃
腸
障
害
の
あ
る
患
者
、
経
口
摂
取
が
困
難
な
患
者
等
）
 

(
6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

 （
削
除
）
 

（
新
設
）
 

用
法
・
用
量
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 

中
等

度
の

腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

（
e
GF
R
 
3
0
m
L
/m
i
n
/
1
.
7
3
m
2
以

上

6
0
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未
満
）
で
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
血
中
濃
度
が
上
昇
し
、

乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
発
現
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
以

下
の

点
に

注
意

す
る

こ
と

。
特

に
、

e
G
F
R
が

3
0m
L/
m
i
n
/
1
.
7
3m

2
以

上

4
5
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未

満
の
患

者
で

は
、

治
療

上
の

有
益
性

が
危

険
性

を
上

回
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
の
み
投
与
す
る
こ
と
。
 

・
投
与
は
、
少
量
よ
り
開
始
す
る
こ
と
。
 

・
投
与
中
は
、
よ
り
頻
回
に
腎
機
能
（
e
G
F
R
等
）
を
確
認
す
る
な
ど
慎
重
に

経
過
を
観
察
し
、
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

・
効
果
不
十
分
な
場
合
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
と
し
て
1
日
最
高
投
与

量
を
7
5
0
m
g
ま
で
増
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
効
果
を
観
察
し
な
が
ら

徐
々
に
増
量
す
る
こ
と
。
ま
た
、
投
与
に
あ
た
っ
て
は
、
1
日
量
を
1
日
2

～
3
回
に
分
割
投
与
す
る
こ
と
。
 



 
 慎

重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
状
態
の
患
者
 

（
新
設
）
 

慎
重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
状
態
の
患
者
 

軽
度
～
中
等
度
の
腎
機
能
障
害
 

軽
度
～
中
等
度
の
肝
機
能
障
害
 

高
齢
者
 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

ま
れ
に
重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
以
下
の

内
容
を
患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

1
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

2
)
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
に
よ
り
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ

る
場
合
に
は
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中
止
し
、
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

3
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
初
期
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受

診
す
る
こ
と
。
 

 

ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
本
剤
の
併
用
に

よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前
は
本
剤
の

投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行
う
必
要
が

あ
る
場
合
を
除
く
）
。
ヨ
ー
ド
造
影
剤
投
与
後
4
8
時
間
は
本
剤
の
投
与
を
再

開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に
注
意
す
る
こ

と
。
 

 

脱
水
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
脱
水
症
状
が
あ

ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。
利
尿
作

重
要
な
基
本
的
注
意
 

ま
れ
に
重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
リ
ス
ク
因
子

と
し
て
は
、
腎
機
能
障
害
、
肝
機
能
障
害
、
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状

態
、
脱
水
（
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
の
併
用
を
含
む
）、

過
度
の
ア
ル
コ
ー

ル
摂
取
、
感
染
症
、
高
齢
者
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
脱
水
、
過
度
の

ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
等
に
よ
り
患
者
の
状
態
が
急
変
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、

以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
本

剤
の

投
与

開
始

前
及

び
そ

の
後

も
投

与
中

は
定

期
的

に
、

腎
機

能

（
e
G
F
R
等
）
及
び
肝
機
能
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
状
態
に
十
分

注
意
し
て
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
な
お
、

高
齢
者
等
、
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な
場
合
に
は
、
よ
り
頻
回
に

確
認
す
る
こ
と
。
 

2
)
脱
水
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行

う
こ
と
。
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
SG
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の

併
用
時
に
は
、
特
に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3
)
本
剤
の
投
与
開
始
時
及
び
そ
の
後
も
投
与
中
は
適
切
に
、
以
下
の
内
容
を

患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

・
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 



 
 

用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
S
G
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の
併
用
時
に
は
、
特

に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 腎
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
で
は
腎
臓
に
お
け
る
本
剤
の
排
泄
が
減
少
し
、
本

剤
の
血
中
濃
度
が
上
昇
す
る
。
投
与
開
始
前
及
び
投
与
中
は
腎
機
能
や
患
者

の
状

態
に

十
分

注
意

し
て

投
与

の
適

否
を

検
討

す
る

こ
と

。
腎

機
能

は
、

e
G
F
R
や
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
を
参
考
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

・
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
の
体
調
不
良
（
シ
ッ
ク
デ
イ
）

の
時
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中
止
し
、
医

師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

・
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
症
状
（
胃
腸
障
害
、
倦
怠
感
、
筋
肉
痛
、
過
呼

吸
等
）
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受
診
す
る
こ
と
。
 

4
)
ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
本
剤
の
併
用

に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前
は
本

剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行
う

必
要
が
あ

る
場
合

を
除

く
）
。

ヨ
ー
ド

造
影
剤

投
与

後
4
8
時

間
は
本

剤
の

投
与
を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に

注
意
す
る
こ
と
。
 

相
互
作
用
 

（
新
設
）
 

 

相
互
作
用
 

併
用
禁
忌
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
過
度
の
摂
取
）
 

高
齢
者
へ
の
投
与
 

一
般
に
高
齢
者
で
は
腎
・
肝
機
能
等
が
低
下
し
て
い
る
。
腎
機
能
低
下
に
よ

る
本
剤
の
排
泄
の
減
少
、
肝
機
能
低
下
に
よ
る
乳
酸
の
代
謝
能
の
低
下
が
乳

酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
あ
ら
わ
れ
や
す
く
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
高
齢
者
に

は
投
与
し
な
い
こ
と
。
 

高
齢
者
へ
の
投
与
 

高
齢
者
で
は
、
腎
機
能
、
肝
機

能
等
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た

脱
水
症
状
を
起
こ
し
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
状
態
で
は
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を

起
こ
し
や
す
い
の
で
、
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

(
1
)
本
剤
の
投
与
開
始
前
、
投
与
中
は
定
期
的
に
、
特
に
慎
重
な
経
過
観
察

が
必
要
な
場

合
に
は

よ
り
頻
回

に
腎
機
能

や
肝
機

能
を
確
認

す
る
な

ど

十
分
に
観
察
し
な
が
ら
慎
重
に
投
与
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
腎
機
能
や
脱
水
症
状
等
患
者
の
状
態
に
十
分
注
意
し
て
投
与
の
中
止
や

減
量
を
検
討
す
る
こ
と
。
特

に
7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
で
は

、
乳
酸
ア
シ



 
 

ド
ー
シ
ス
が
多
く
報
告
さ
れ

て
お
り
、
予
後
も
不
良
で
あ

る
こ
と
が
多

い
た
め
、
本
剤
投
与
の
適
否
を
よ
り
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
が
正
常
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
年
齢
に
よ
っ
て

は
実
際
の
腎
機
能
が
低
下
し

て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、

e
G
F
R
等
も
考

慮
し
て
、
慎
重
に
患
者
の
状
態
を
観
察
す
る
こ
と
。
 

 【
参
考
】
S
a
m
b
o
l
,
N
.
C
.
,
e
t
 
a
l
.
:
J
.
C
l
i
n
.
P
h
a
r
m
a
c
o
l
.
 
1
9
9
5
;
3
5
:
1
0
9
4
 

 
 



 
 別
紙
３
 

 【
薬
効
分
類
】
３
９
６
 
糖
尿
病
用
剤
 

【
医
薬
品
名
】
ア
ナ
グ
リ
プ
チ
ン
・
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。
 

 【
「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
9
年
4
月
2
5
日
付
け
薬
発
第
6
0
6
号
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂
 

（
旧
記
載
要
領
）
】

 

下
線
は
変
更
箇
所

 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

次
に
示
す
状
態
の
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
 

2
)
中
等
度
以
上
の
腎
機
能
障
害
 

3
)
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

4
)
重
度
の
肝
機
能
障
害
 

5
)
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、
肺
塞
栓
等
心
血
管
系
、
肺
機
能
に
高

度
の

障
害

の
あ

る
患

者
及

び
そ

の
他

の
低

酸
素

血
症

を
伴

い
や

す
い

状

態
 

6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

7
)
脱
水
症
、
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
下
痢
、
嘔
吐
等
の
胃
腸
障
害
の
あ
る

患
者
 

禁
忌
 

次
に
示
す
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
の
あ
る
患
者
 

2
)
重
度
の
腎
機
能
障
害
（
e
GF
R
 3
0
mL
/
m
i
n
/1
.
7
3
m
2
未
満
）
の
あ
る
患
者
又

は
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

3
)
重
度
の
肝
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
 

4
)
心
血
管
系
、
肺
機
能
に
高
度
の
障
害
（
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、

肺
塞
栓
等
）
の
あ
る
患
者
及
び
そ
の
他
の
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状

態
に
あ
る
患
者
 

5
)
脱
水
症
の
患
者
又
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
患
者
（
下
痢
、
嘔
吐
等
の

胃
腸
障
害
の
あ
る
患
者
、
経
口
摂
取
が
困
難
な
患
者
等
）
 

6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

（
新
設
）
 

用
法
・
用
量
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 



 
 

中
等

度
の

腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

（
e
GF
R
 
3
0
m
L
/m
i
n
/
1
.
7
3
m
2
以

上

6
0
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未
満
）
で
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
血
中
濃
度
が
上
昇
し
、

乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
発
現
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
以

下
の

点
に

注
意

す
る

こ
と

。
特

に
e
G
F
R
が

3
0
mL
/
mi
n
/
1
.
7
3
m2
以

上

4
5
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未

満
の
患

者
に

は
、

治
療

上
の

有
益
性

が
危

険
性

を
上

回
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
の
み
投
与
す
る
こ
と
。
 

・
メ

ト
ホ

ル
ミ

ン
塩

酸
塩

を
少

量
よ

り
開

始
し

、
効

果
を

観
察

し
な

が
ら

徐
々
に
増
量
す
る
な
ど
、
慎
重
に
投
与
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
た
め
、
本
剤
投
与
が
ア
ナ
グ
リ
プ
チ
ン
及
び
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
の

各
単
剤
の
併
用
療
法
よ
り
適
切
で
あ
る
か
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

・
本
剤
に
含
ま
れ
る
ア
ナ
グ
リ
プ
チ
ン
及
び
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
の
量
、

下
表
に
示
す
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
単
剤
の
1
日
最
高
投
与
量
の
目
安
も

考
慮
し
て
、
本
剤
の
投
与
量
を
決
め
る
こ
と
。
 

（
参
考
）
中
等
度
の
腎
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
に
お
け
る
 

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
単
剤
の
1
日
最
高
投
与
量
の
目
安
 

推
算
糸
球
体
濾
過
量
（
e
G
FR
）

（
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
）
 

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
と
し
て
の

1
日
最
高
投
与
量
の
目
安

*  

4
5
≦
e
G
F
R＜

6
0 

1
5
0
0
m
g 

3
0
≦
e
G
F
R＜

4
5 

7
5
0
m
g 

*
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
単
剤
の
承
認
用
法
は
1
日
量
を
1
日
2
～
3
回
分
割

投
与
で
あ
る
が
、
本
剤
（
ア
ナ
グ
リ
プ
チ
ン
/
メ
ト
ホ
ル

ミ
ン
塩
酸
塩
と

し
て

1
0
0
m
g/
2
5
0
mg
又

は
1
0
0m
g
/
5
0
0
mg
）

の
承
認
用
法

は
1
回
1
錠
を

1
日

2
回
投
与
で
あ
る
。
 



 
 

・
投
与
中
は
、
よ
り
頻
回
に
腎
機
能
（
e
G
F
R
等
）
を
確
認
す
る
な
ど
慎
重
に

経
過
を
観
察
し
、
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

慎
重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
患
者
又
は
状
態
 

軽
度
の
腎
機
能
障
害
 

慎
重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
患
者
又
は
状
態
 

軽
度
～
中
等
度
の
腎
機
能
障
害
 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

に
よ

り
ま

れ
に

重
篤

な
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

す
こ

と
が
あ
る
の
で
、
以
下
の
内
容
を
患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ

と
。
 

1
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

2
)
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
に
よ
り
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ

る
場
合
に
は
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中
止
し
、
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

3
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
初
期
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受

診
す
る
こ
と
。
 

 

ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン

の
併
用
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前

は
本
剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行

う
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
く
）
。
ヨ
ー
ド
造
影
剤
投
与
後
48
時
間
は
本
剤
の

投
与
を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に
注

意
す
る
こ
と
。
 

 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
に
よ
り
、
ま
れ
に
重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ

と
が
あ
る
。
リ
ス
ク
因
子
と
し
て
は
、
腎
機
能
障
害
、
肝
機
能
障
害
、
低
酸

素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状
態
、
脱
水
（
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
の
併
用
を

含
む
）
、
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
、
感
染
症
、
高
齢
者
等
が
知
ら
れ
て
い

る
。
特
に
、
脱
水
、
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
等
に
よ
り
患
者
の
状
態
が
急

変
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
本

剤
の

投
与

開
始

前
及

び
そ

の
後

も
投

与
中

は
定

期
的

に
、

腎
機

能

（
e
G
F
R
等
）
及
び
肝
機
能
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
状
態
に
十
分

注
意
し
て
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
な
お
、

高
齢
者
等
、
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な
場
合
に
は
よ
り
頻
回
に
確

認
す
る
こ
と
。
 

2
)
脱
水
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行

う
こ
と
。
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
S
G
L
T
2阻

害
剤
等
）
と

の
併
用
時
に
は
、
特
に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3
)
本
剤
の
投
与
開
始
時
及
び
そ
の
後
も
投
与
中
は
適
切
に
、
以
下
の
内
容
を

患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

・
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 



 
 

脱
水
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
脱
水
症
状
が
あ

ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。
利
尿
作

用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
S
G
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の
併
用
時
に
は
、
特

に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

で
は

腎
臓

に
お

け
る

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

の
排

泄
が

減
少
し
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
血
中
濃
度
が
上
昇
す
る
。
投
与
開
始
前
及
び
投

与
中
は
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
腎

機
能

や
患

者
の

状
態

に
十

分
注

意
し

て
投

与
の

適
否

を
検

討
す

る
こ

と
。
腎
機
能
は
、
e
G
F
R
や
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
を
参
考
に
判
断
す
る

こ
と
。
 

2
)
本
剤
投
与
中
は
定
期
的
に
、
高
齢
者
等
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な

場
合
に
は
よ
り
頻
回
に
腎
機
能
（
e
G
F
R
、
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
）
を

確
認
し
、
腎
機
能
の
悪
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
投
与
の
中
止
を
検

討
す
る
こ
と
。
 

 肝
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

で
は

肝
臓

に
お

け
る

乳
酸

の
代

謝
能

が
低

下
す

る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
本
剤
投
与
中
は
定
期
的
に
肝
機
能
を
確
認
す
る
こ

と
。
 

・
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
の
体
調
不
良
（
シ
ッ
ク
デ
イ
）

の
時
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中
止
し
、

医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

・
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
症
状
（
胃
腸
障
害
、
倦
怠
感
、
筋
肉
痛
、
過
呼

吸
等
）
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受
診
す
る
こ
と
。
 

4
)
ヨ

ー
ド

造
影

剤
を

用
い

て
検

査
を

行
う

患
者

に
お

い
て

は
、

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

の
併

用
に

よ
り

乳
酸

ア
シ

ド
ー

シ
ス

を
起

こ
す

こ
と

が
あ

る
の

で
、
検
査
前
は
本
剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊

急
に
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
く
）
。
ヨ
ー
ド
造
影
剤
投
与
後

4
8
時

間
は

本
剤

の
投

与
を

再
開

し
な

い
こ

と
。

な
お

、
投

与
再

開
時

に

は
、
患
者
の
状
態
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

相
互
作
用
 

（
新
設
）
 

 

相
互
作
用
 

併
用
禁
忌
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
過
度
の
摂
取
）
 

 



 
 【
参
考
】
S
a
m
b
o
l
,
N
.
C
.
,
e
t
 
a
l
.
:
J
.
C
l
i
n
.
P
h
a
r
m
a
c
o
l
.
 
1
9
9
5
;
3
5
:
1
0
9
4
 

  
 



 
 別
紙
４
 

 【
薬
効
分
類
】
３
９
６
 
糖
尿
病
用
剤
 

【
医
薬
品
名
】
ア
ロ
グ
リ
プ
チ
ン
安
息
香
酸
塩
・
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。
 

 【
「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
9
年
4
月
2
5
日
付
け
薬
発
第
6
0
6
号
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂
 

（
旧
記
載
要
領
）
】
 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

次
に
示
す
状
態
の
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
 

2
)
中
等
度
以
上
の
腎
機
能
障
害
 

3
)
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

4
)
重
度
の
肝
機
能
障
害
 

5
)
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、
肺
塞
栓
な
ど
心
血
管
系
、
肺
機
能
に

高
度

の
障

害
の

あ
る

患
者

及
び

そ
の

他
の

低
酸

素
血

症
を

伴
い

や
す

い

状
態
 

6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

7
)
脱
水
症
、
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
下
痢
、
嘔
吐
等
の
胃
腸
障
害
の
あ
る

患
者
 

禁
忌
 

次
に
示
す
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
の
あ
る
患
者
 

2
)
重
度
の
腎
機
能
障
害
（
e
GF
R
 3
0
mL
/
m
i
n
/1
.
7
3
m
2
未
満
）
の
あ
る
患
者
又

は
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

3
)
重
度
の
肝
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
 

4
)
心
血
管
系
、
肺
機
能
に
高
度
の
障
害
（
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、

肺
塞
栓
等
）
の
あ
る
患
者
及
び
そ
の
他
の
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状

態
に
あ
る
患
者
 

5
)
脱
水
症
の
患
者
又
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
患
者
（
下
痢
、
嘔
吐
等
の

胃
腸
障
害
の
あ
る
患
者
、
経
口
摂
取
が
困
難
な
患
者
等
）
 

6
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

効
能
・
効
果
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 

効
能
・
効
果
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 



 
 （

新
設
）
 

中
等

度
の

腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

（
e
GF
R
 
3
0
m
L
/m
i
n
/
1
.
7
3
m
2
以

上

6
0
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未
満
）
で
は
、
ア
ロ
グ
リ
プ
チ
ン
安
息
香
酸
塩
及
び
メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

塩
酸

塩
を

腎
機

能
の

程
度

に
応

じ
て

減
量

す
る

な
ど

慎
重

な
投

与
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
本
剤
を
使
用
せ
ず
、
各
単
剤
の
併
用
を
検
討
す
る

こ
と
。
 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

に
よ

り
ま

れ
に

重
篤

な
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

す
こ

と
が
あ
る
の
で
、
以
下
の
内
容
を
患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ

と
。
 

1
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

2
)
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
に
よ
り
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ

る
場
合
に
は
、
一
旦
服
用
を
中
止
し
、
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

3
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
初
期
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受

診
す
る
こ
と
。
 

 

ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン

の
併
用
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前

は
本
剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行

う
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
く
）
。
ヨ
ー
ド
造
影
剤
投
与
後
48
時
間
は
本
剤
の

投
与
を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に
注

意
す
る
こ
と
。
 

脱
水
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
脱
水
症
状
が
あ

ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。
利
尿
作

重
要
な
基
本
的
注
意
 

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

に
よ

り
ま

れ
に

重
篤

な
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

す
こ

と
が
あ
る
。
リ
ス
ク
因
子
と
し
て
は
、
腎
機
能
障
害
、
肝
機
能
障
害
、
低
酸

素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状
態
、
脱
水
（
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
の
併
用
を

含
む
）
、
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
、
感
染
症
、
高
齢
者
等
が
知
ら
れ
て
い

る
。
特
に
、
脱
水
、
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
等
に
よ
り
患
者
の
状
態
が
急

変
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
本

剤
の

投
与

開
始

前
及

び
そ

の
後

も
投

与
中

は
定

期
的

に
、

腎
機

能

（
e
G
F
R
等
）
及
び
肝
機
能
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
状
態
に
十
分

注
意
し
て
投
与
の
適
否
を
検
討
す
る
こ
と
。
な
お
、
高
齢
者
等
、
特
に
慎

重
な
経
過
観
察
が
必
要
な
場
合
に
は
、
よ
り
頻
回
に
確
認
す
る
こ
と
。
 

2
)
脱
水
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行

う
こ
と
。
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
SG
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の

併
用
時
に
は
、
特
に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3
)
本
剤
の
投
与
開
始
時
及
び
そ
の
後
も
投
与
中
は
適
切
に
、
以
下
の
内
容
を

患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

・
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

・
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
の
体
調
不
良
（
シ
ッ
ク
デ



 
 

用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
S
G
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の
併
用
時
に
は
、
特

に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

で
は

腎
臓

に
お

け
る

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

の
排

泄
が

減
少
し
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
血
中
濃
度
が
上
昇
す
る
。
投
与
開
始
前
及
び
投

与
中
は
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
腎

機
能

や
患

者
の

状
態

に
十

分
注

意
し

て
投

与
の

適
否

を
検

討
す

る
こ

と
。
腎
機
能

は
、

eG
F
R
や
血
清

ク
レ
ア
チ

ニ
ン
値
等

を
参
考

に
判
断

す

る
こ
と
。
 

2
)
本
剤
投
与
中
は
定
期
的
に
、
高
齢
者
等
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な

場
合
に
は
よ

り
頻
回
に

腎
機
能

（
e
G
FR
、
血
清
ク

レ
ア
チ
ニ

ン
値
等

）

を
確

認
し
、
腎

機
能
の
悪

化
が
認

め
ら
れ
た

場
合
に
は

、
投
与

の
中
止

を
検
討
す
る
こ
と
。
 

 肝
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

で
は

肝
臓

に
お

け
る

乳
酸

の
代

謝
能

が
低

下
す

る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
本
剤
投
与
中
は
定
期
的
に
肝
機
能
を
確
認
す
る
こ

と
。
 

イ
）
の
時
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
一
旦
服
用
を
中
止
し
、

医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

・
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
症
状
（
胃
腸
障
害
、
倦
怠
感
、
筋
肉
痛
、
過
呼

吸
等
）
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受
診
す
る
こ
と
。
 

4
)
ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ

ン
の
併
用
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検

査
前
は
本
剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検

査
を
行
う

必
要
が

あ
る

場
合
を

除
く

）
。
ヨ

ー
ド
造

影
剤
投

与
後

48
時
間

は
本
剤
の
投
与
を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者

の
状
態
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 

  

相
互
作
用
 

（
新
設
）
 

 

相
互
作
用
 

併
用
禁
忌
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
過
度
の
摂
取
）
 

  
 



 
 別
紙
５
 

 【
薬
効
分
類
】
３
９
６
 
糖
尿
病
用
剤
 

【
医
薬
品
名
】
ピ
オ
グ
リ
タ
ゾ
ン
塩
酸
塩
・
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。
 

 【
「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
9
年
4
月
2
5
日
付
け
薬
発
第
6
0
6
号
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂
 

（
旧
記
載
要
領
）
】
 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

警
告
 

重
篤

な
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

す
こ

と
が

あ
り

、
死

亡
に

至
っ

た
例

も
報

告
さ

れ
て

い
る

。
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

し
や

す
い

患
者

に
は

投
与
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
重
篤
な
低
血
糖
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
用
法
・

用
量
、
使
用
上
の
注
意
に
特
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

警
告
 

重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
死
亡
に
至
っ
た
例
も

報
告
さ
れ
て
い
る
。
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
し
や
す
い
患
者
に
は
投
与

し
な
い
こ
と
。
 

腎
機
能
障
害
又
は
肝
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
、
高
齢
者
に
投
与
す
る
場
合
に

は
、

定
期

的
に

腎
機

能
や

肝
機

能
を

確
認

す
る

な
ど

慎
重

に
投

与
す

る
こ

と
。
特
に
7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
で
は
、
本
剤
投
与
の
適
否
を
慎
重
に
判
断
す

る
こ
と
。
 

禁
忌
 

次
に
示
す
状
態
の
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
 

2
)
腎
機
能
障
害
（
軽
度
障
害
も
含
む
）
 

3
)
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

禁
忌
 

次
に
示
す
患
者
 

1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
の
あ
る
患
者
 

2
)
重
度
の
腎
機
能
障
害
（
eG
F
R
 3
0
m
L
/
m
i
n/
1
.
7
3
m
2 未

満
）
の
あ
る
患
者
又

は
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 



 
 

4
)
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、
肺
塞
栓
な
ど
心
血
管
系
、
肺
機
能
に

高
度

の
障

害
の

あ
る

患
者

及
び

そ
の

他
の

低
酸

素
血

症
を
伴

い
や

す
い

状
態
 

5
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

6
)
脱
水
症
、
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
下
痢
、
嘔
吐
等
の
胃
腸
障
害
の
あ
る

患
者
 

 7
)
高
齢
者
 

 

肝
機
能
障
害
 

3
)
心
血
管
系
、
肺
機
能
に
高
度
の
障
害
（
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、
心
筋
梗
塞
、

肺
塞
栓
等
）
の
あ
る
患
者
及
び

そ
の
他
の
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状

態
に
あ
る
患
者
 

4
)
脱
水
症
の
患
者
又
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
患
者
（
下
痢
、
嘔
吐
等
の

胃
腸
障
害
の
あ
る
患
者
、
経
口
摂
取
が
困
難
な
患
者
等
）
 

5
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

 

（
削
除
）
 

 重
度
の
肝
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
 

（
新
設
）
 

用
法
・
用
量
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 

中
等

度
の

腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

（
e
G
FR
 
3
0
m
L
/m
i
n
/
1
.
7
3
m2
以

上

6
0
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未
満
）
で
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
血
中

濃
度
が
上
昇
し
、

乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
発
現
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
以

下
の

点
に

注
意

す
る

こ
と

。
特

に
e
GF
R
が

3
0
m
L
/m
i
n
/
1
.
7
3
m
2
以

上

4
5
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未

満
の

患
者

に
は

、
治

療
上

の
有

益
性

が
危

険
性

を
上

回
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
の
み
投
与
す
る
こ
と
。
 

・
メ

ト
ホ

ル
ミ

ン
塩

酸
塩

を
少

量
よ

り
開

始
し

、
効

果
を

観
察

し
な

が
ら

徐
々
に
増
量
す
る
な
ど
、
慎
重
に
投
与
量
を
調
節
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
た
め
、
本
剤
投
与
が
ピ
オ
グ
リ
タ
ゾ
ン
及
び
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
の

各
単
剤
の
併
用
療
法
よ
り
適
切
で
あ
る
か
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

・
本
剤
に
含
ま
れ
る
ピ
オ
グ
リ
タ
ゾ
ン
及
び
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
の
量
、

下
表

に
示

す
メ
ト

ホ
ル
ミ

ン
塩

酸
塩
単

剤
の
1
日

最
高

投
与

量
の
目

安
も



 
 

考
慮
し
て
、
本
剤
の
投
与
量
を
決
め
る
こ
と
。
 

（
参
考
）
中
等
度
の
腎
機
能
障
害
の
あ
る
患
者
に
お
け
る
 

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
単
剤
の
1
日
最
高
投
与
量
の
目
安
 

推
算
糸
球
体
濾
過
量
（
e
G
FR
）

（
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
）
 

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
と
し
て
の
 

1
日
最
高
投
与
量
の
目
安

*  

4
5
≦
e
G
F
R＜

6
0 

1
,
5
0
0
m
g 

3
0
≦
e
G
F
R＜

4
5 

7
5
0
m
g 

*
メ

ト
ホ

ル
ミ

ン
塩

酸
塩

単
剤

の
承

認
用

法
は

1
日

量
を

1
日

2
～

3
回

分
割

投
与
で
あ
る
が
、
本
剤
（
ピ
オ
グ
リ
タ
ゾ
ン
/
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
と
し

て
1
5
m
g
/
5
00
m
g
又
は
3
0
m
g
/5
0
0
m
g
）
の
承
認
用
法
は
1日

1回
投
与
で
あ
る
。 

・
投
与
中
は
、
よ
り
頻
回
に
腎
機
能
（
e
GF
R
等
）
を
確
認
す
る
な
ど
慎
重
に

経
過
を
観
察
し
、
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

慎
重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
患
者
又
は
状
態
 

（
新
設
）
 

  

慎
重
投
与
 

次
に
掲
げ
る
患
者
又
は
状
態
 

軽
度
～
中
等
度
の
腎
機
能
障
害
 

軽
度
～
中
等
度
の
肝
機
能
障
害
 

高
齢
者
 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

ま
れ

に
重

篤
な

乳
酸

ア
シ

ド
ー

シ
ス

を
起

こ
す

こ
と

が
あ

る
の

で
、

以
下

の
内
容
を
患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

1
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

2
)
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
に
よ
り
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ

る
場
合
に
は
、
一
旦
服
用
を
中
止
し
、
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

ま
れ
に
重
篤
な
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
リ
ス
ク
因
子

と
し
て
は
、
腎
機
能
障
害
、
肝
機
能
障
害
、
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状

態
、
脱
水
（
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
の
併
用
を
含
む
）、

過
度
の
ア
ル
コ
ー

ル
摂
取
、
感
染
症
、
高
齢
者
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
脱
水
、
過
度
の

ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
等
に
よ
り
患
者
の
状
態
が
急
変
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、



 
 

3
)
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
の

初
期

症
状

が
あ

ら
わ

れ
た

場
合

に
は

、
直

ち
に

受
診
す
る
こ
と
。
 

 

脱
水

に
よ

り
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

す
こ

と
が

あ
る

。
脱

水
症

状
が

あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。
利
尿

作
用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
S
G
L
T
2阻

害
剤
等

）
と
の
併
用
時
に
は
、

特
に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

で
は

腎
臓

に
お

け
る

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

の
排

泄
が

減
少
し
、
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
血
中
濃
度
が
上
昇
す
る
。
投
与
開
始
前
及
び
投

与
中

は
腎

機
能

や
患

者
の

状
態

に
十

分
注

意
し

て
投

与
の

適
否

を
検

討
す

る
こ
と
。
腎
機
能
は
、
e
GF
Rや

血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
を
参
考
に
判
断
す

る
こ
と
。
 

 ヨ
ー

ド
造

影
剤

を
用

い
て

検
査

を
行

う
患

者
に

お
い

て
は

、
本

剤
の

併
用

に
よ

り
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

す
こ

と
が

あ
る

の
で

、
検

査
前

は
本

剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行
う
必

要
が
あ
る
場
合
を
除
く
）。

ヨ
ー
ド
造
影
剤
投
与
後
4
8時

間
は
本
剤
の
投
与

を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に
注
意
す

る
こ
と
。
 

  

以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
本

剤
の

投
与

開
始

前
及

び
そ

の
後

も
投

与
中

は
定

期
的

に
、

腎
機

能

（
e
G
F
R
等
）
及
び
肝
機
能
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
状
態
に
十
分

注
意
し
て
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
な
お
、

高
齢
者
等
、
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な
場
合
に
は
、
よ
り
頻
回
に

確
認
す
る
こ
と
。
 

2
)
脱
水
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行

う
こ
と
。
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
SG
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の

併
用
時
に
は
、
特
に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3
)
本
剤
の
投
与
開
始
時
及
び
そ
の
後
も
投
与
中
は
適
切
に
、
以
下
の
内
容
を

患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

・
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

・
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
の
体
調
不
良
（
シ
ッ
ク
デ
イ
）

の
時
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
一
旦
服
用
を
中
止
し
、
医
師

に
相
談
す
る
こ
と
。
 

・
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
症
状
（
胃
腸
障
害
、
倦
怠
感
、
筋
肉
痛
、
過
呼

吸
等
）
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受
診
す
る
こ
と
。
 

4
)
ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
メ
ト
ホ
ル
ミ

ン
の
併
用
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検

査
前
は
本
剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と
（
た
だ
し
、
緊
急
に
検

査
を

行
う

必
要
が

あ
る
場

合
を

除
く

）
。

ヨ
ー

ド
造
影

剤
投

与
後

48
時

間

は
本
剤
の
投
与
を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者

の
状
態
に
注
意
す
る
こ
と
。
 



 
 相

互
作
用
 

（
新
設
）
 

 

相
互
作
用
 

併
用
禁
忌
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
過
度
の
摂
取
）
 

高
齢
者
へ
の
投
与
 

一
般
に
高
齢
者
で
は
腎
・
肝
機
能
等
が
低
下
し
て
い
る
。
腎
機
能
低
下
に
よ

る
メ

ト
ホ

ル
ミ

ン
の

排
泄

の
減

少
、

肝
機

能
低

下
に

よ
る

乳
酸

の
代

謝
能

の
低

下
が

乳
酸

ア
シ

ド
ー

シ
ス

を
あ

ら
わ

れ
や

す
く

す
る

こ
と

が
あ

る
の

で
、
高
齢
者
に
は
投
与
し
な
い
こ
と
。
 

高
齢
者
へ
の
投
与
 

高
齢
者
で
は
、
腎
機
能
、
肝
機
能
等
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た

脱
水
症
状
を
起
こ
し
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
状
態
で
は
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を

起
こ
し
や
す
い
の
で
、
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

(
1
)
本

剤
の

投
与
開

始
前

、
投

与
中
は

定
期
的

に
、
特

に
慎

重
な
経

過
観
察

が
必

要
な

場
合

に
は

よ
り

頻
回

に
腎

機
能

や
肝

機
能

を
確
認

す
る

な
ど

十
分
に
観
察
し
な
が
ら
慎
重
に
投
与
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
腎

機
能

や
脱
水

症
状

等
患

者
の
状

態
に
十

分
注
意

し
て

投
与
の

中
止
や

減
量

を
検

討
す

る
こ

と
。

特
に

7
5
歳

以
上

の
高

齢
者

で
は
、

乳
酸

ア
シ

ド
ー

シ
ス

が
多

く
報

告
さ

れ
て

お
り

、
予

後
も

不
良

で
あ
る

こ
と

が
多

い
た
め
、
本
剤
投
与
の
適
否
を
よ
り
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
血

清
ク

レ
ア
チ

ニ
ン

値
が

正
常
範

囲
内
で

あ
っ
て

も
、

年
齢
に

よ
っ
て

は
実

際
の

腎
機

能
が

低
下

し
て

い
る

こ
と

が
あ

る
の

で
、

e
G
F
R
等

も
考

慮
し
て
、
慎
重
に
患
者
の
状
態
を
観
察
す
る
こ
と
。
 

 【
参
考
】
S
a
m
b
o
l
,
N
.
C
.
,
e
t
 
a
l
.
:
J
.
C
l
i
n
.
P
h
a
r
m
a
c
o
l
.
 
1
9
9
5
;
3
5
:
1
0
9
4
 

 
 



 
 別
紙
６
 

 【
薬
効
分
類
】
３
９
６
 
糖
尿
病
用
剤
 

【
医
薬
品
名
】
ビ
ル
ダ
グ
リ
プ
チ
ン
・
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩
 

【
措
置
内
容
】
以
下
の
よ
う
に
使
用
上
の
注
意
を
改
め
る
こ
と
。
 

 【
「
医
療
用
医
薬
品
添
付
文
書
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
9
年
4
月
2
5
日
付
け
薬
発
第
6
0
6
号
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
改
訂
 

（
旧
記
載
要
領
）
】
 

下
線
は
変
更
箇
所
 

現
行
 

改
訂
案
 

禁
忌
 

次
に
示
す
状
態
の
患
者
 

(
1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
 

(
2
)
中
等
度
以
上
の
腎
機
能
障
害
 

(
3
)
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

(
4
)
シ
ョ
ッ
ク
、
心
不
全
、

心
筋
梗
塞
、
肺
塞
栓
等
心
血

管
系
、
肺
機
能
に

高
度
の
障
害

の
あ
る
患

者
及
び

そ
の
他
の

低
酸
素
血

症
を
伴

い
や
す

い

状
態
 

(
5
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

(
6
)
脱
水
症
、
脱
水
状
態
が

懸
念
さ
れ
る
下
痢
、
嘔
吐
等

の
胃
腸
障
害
の
あ

る
患
者
 

禁
忌
 

次
に
示
す
患
者
 

(
1
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
既
往
の
あ
る
患
者
 

(
2
)
重
度
の
腎
機
能
障
害
（
eG
F
R
 3
0m
L
/
m
i
n/
1
.
7
3
m2
未
満
）
の
あ
る
患
者
又

は
透
析
患
者
（
腹
膜
透
析
を
含
む
）
 

(
3
)
心

血
管
系

、
肺
機

能
に
高

度
の
障

害
（
シ

ョ
ッ
ク

、
心

不
全
、

心
筋

梗

塞
、
肺
塞
栓
等
）
の
あ
る
患
者
及
び
そ
の
他
の
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す

い
状
態
に
あ
る
患
者
 

(
4
)
脱

水
症
の

患
者
又

は
脱
水

状
態
が

懸
念
さ

れ
る
患

者
（

下
痢
、

嘔
吐

等

の
胃
腸
障
害
の
あ
る
患
者
、
経
口
摂
取
が
困
難
な
患
者
等
）
 

(
5
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
者
 

効
能
又
は
効
果
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 

（
新
設
）
 

効
能
又
は
効
果
に
関
連
す
る
使
用
上
の
注
意
 

中
等

度
の

腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

（
e
GF
R
 
3
0
m
L
/m
i
n
/
1
.
7
3
m
2
以

上



 
 

6
0
m
L
/
m
i
n
/1
.
7
3
m2
未
満
）
で
は
、
ビ
ル
ダ
グ
リ
プ
チ
ン
及
び
メ
ト
ホ
ル
ミ
ン

塩
酸

塩
を

腎
機

能
に

応
じ

て
減

量
す

る
な

ど
慎

重
な

投
与

が
必

要
で

あ
る

た
め
、
本
剤
を
使
用
せ
ず
、
各
単
剤
の
併
用
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

本
剤

の
有

効
成

分
で

あ
る

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

に
よ

り
ま

れ
に

重
篤

な
乳

酸
ア

シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
以
下
の
内
容
を
患
者
及
び
そ
の

家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

1
)
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

2
)
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
に
よ
り
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ

る
場
合
に
は
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中
止
し
、
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

3
)
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
初
期
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受

診
す
る
こ
と
。
 

 

本
剤
投
与
開
始
前
、
投
与
開
始
後
1
年
間
は
少
な
く
と
も
3ヵ

月
毎
に
、
そ
の

後
も
定
期
的
に
肝
機
能
検
査
を
行
う
こ
と
。
A
L
T
(G
P
T
)
又
は
A
S
T
(
G
O
T)
等
の

肝
機
能
検
査
値
の
異
常
を
認
め
た
場
合
に
は
、
本
剤
の
投
与
を
中
止
す
る
な

ど
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。
黄
疸
や
肝
機
能
障
害
を
示
唆
す
る
そ
の
他
の

症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
本
剤
の
投
与
を
中
止
す
る
こ
と
。
ビ
ル
ダ

グ
リ
プ
チ
ン
に
お
い
て
、
投
与
中
止
後
に
肝
酵
素
の
上
昇
が
回
復
し
た
も
の

の
、
再
投
与
に
よ
り
再
発
し
た
症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
黄
疸

や
肝

機
能

障
害

を
示

唆
す

る
そ

の
他

の
症

状
が

回
復

し
た

場
合

で
も

本
剤

を
含
む
ビ
ル
ダ
グ
リ
プ
チ
ン
を
含
有
す
る
製
剤
を
再
投
与
し
な
い
こ
と
。
 

 

重
要
な
基
本
的
注
意
 

本
剤

の
有

効
成

分
で

あ
る

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

に
よ

り
ま

れ
に

重
篤

な
乳

酸
ア

シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
リ
ス
ク
因
子
と
し
て
は
、
腎
機
能
障

害
、
肝
機
能
障
害
、
低
酸
素
血
症
を
伴
い
や
す
い
状
態
、
脱
水
（
利
尿
作
用

を
有
す
る
薬
剤
の
併
用
を
含
む
）
、
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
、
感
染
症
、

高
齢
者
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
脱
水
、
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
等

に
よ
り
患
者
の
状
態
が
急
変
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
以
下
の
点
に
注
意
す

る
こ
と
。
 

1
)
本

剤
の

投
与

開
始

前
及

び
そ

の
後

も
投

与
中

は
定

期
的

に
、

腎
機

能

（
e
G
F
R
等
）
及
び
肝
機
能
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
状
態
に
十
分

注
意
し
て
投
与
の
適
否
及
び
投
与
量
の
調
節
を
検
討
す
る
こ
と
。
な
お
、

高
齢
者
等
、
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な
場
合
に
は
、
よ
り
頻
回
に

確
認
す
る
こ
と
。
 

2
)
脱
水
症
状
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行

う
こ
と
。
利
尿
作
用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
SG
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の

併
用
時
に
は
、
特
に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3
)
本
剤
の
投
与
開
始
時
及
び
そ
の
後
も
投
与
中
は
適
切
に
、
以
下
の
内
容
を

患
者
及
び
そ
の
家
族
に
十
分
指
導
す
る
こ
と
。
 

・
過
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
を
避
け
る
こ
と
。
 

・
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
、
食
事
摂
取
不
良
等
の
体
調
不
良
（
シ
ッ
ク
デ



 
 

ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
本
剤
の
有
効
成

分
で

あ
る

メ
ト

ホ
ル

ミ
ン

と
の

併
用

に
よ

り
乳

酸
ア

シ
ド

ー
シ

ス
を

起
こ

す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前
は
本
剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す
る
こ
と

（
た
だ
し
、
緊
急
に
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
く
）
。
ヨ
ー
ド
造

影
剤
投
与
後
4
8
時
間
は
本
剤
の
投
与
を
再
開
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
投
与
再

開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 脱
水
に
よ
り
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
脱
水
症
状
が
あ

ら
わ
れ
た
場
合
に
は
投
与
を
中
止
し
、
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。
利
尿
作

用
を
有
す
る
薬
剤
（
利
尿
剤
、
S
G
L
T
2
阻
害
剤
等
）
と
の
併
用
時
に
は
、
特

に
脱
水
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 腎
機

能
障

害
の

あ
る

患
者

で
は

腎
臓

に
お

け
る

本
剤

の
有

効
成

分
で

あ
る

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
の
排
泄
が
減
少
し
、
血
中
濃
度
が
上
昇
す
る
。
投
与
開
始
前

及
び
投
与
中
は
以
下
の
点
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

1
)
腎

機
能

や
患

者
の

状
態

に
十

分
注

意
し

て
投

与
の

適
否

や
投

与
量

の
調

節
を
検
討
す
る
こ
と
。
腎
機
能
は
、
e
G
F
R
や
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
を

参
考
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

2
)
本
剤
投
与
中
は
定
期
的
に
、
高
齢
者
等
特
に
慎
重
な
経
過
観
察
が
必
要
な

場
合
に
は
よ
り
頻
回
に
腎
機
能
（
e
G
F
R
、
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
等
）
を

確
認
し
、
腎
機
能
の
悪
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
投
与
の
中
止
や
減

量
を
行
う
こ
と
。
 

イ
）
の
時
は
脱
水
状
態
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
い
っ
た
ん
服
用
を
中

止
し
、
医
師
に
相
談
す
る
こ
と
。
 

・
乳
酸
ア
シ
ド
ー
シ
ス
の
症
状
（
胃
腸
障
害
、
け
ん
怠
感
、
筋
肉
痛
、
過

呼
吸
等
）
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
受
診
す
る
こ
と
。
 

4
)
ヨ
ー
ド
造
影
剤
を
用
い
て
検
査
を
行
う
患
者
に
お
い
て
は
、
本
剤
の
有
効

成
分

で
あ

る
メ

ト
ホ

ル
ミ

ン
と

の
併

用
に

よ
り

乳
酸

ア
シ

ド
ー

シ
ス

を

起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
検
査
前
は
本
剤
の
投
与
を
一
時
的
に
中
止
す

る
こ
と
（

た
だ
し

、
緊

急
に
検

査
を
行

う
必
要

が
あ

る
場
合

を
除
く

）
。

ヨ
ー
ド
造
影
剤
投
与
後
4
8時

間
は
本
剤
の
投
与
を

再
開
し
な
い
こ
と
。
な

お
、
投
与
再
開
時
に
は
、
患
者
の
状
態
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

 肝
機
能
障
害
（
肝
炎
を
含
む
）
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
剤
投

与
開
始
前
、
投
与
開
始
後
1年

間
は
少
な
く
と
も
3
ヵ
月
毎
に
、
そ
の
後
も
定

期
的
に
肝
機
能
検
査
を
行
う
こ
と
。
A
L
T
(G
P
T
)
又
は
A
S
T
(G
O
T
)
等
の
肝
機
能

検
査
値
の
異
常
を
認
め
た
場
合
に
は
、
本
剤
の
投
与
を
中
止
す
る
な
ど
適
切

な
処
置
を
行
う
こ
と
。
黄
疸
や
肝
機
能
障
害
を
示
唆
す
る
そ
の
他
の
症
状
が

あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
は
、
本
剤
の
投
与
を
中
止
す
る
こ
と
。
ビ
ル
ダ
グ
リ
プ

チ
ン
に
お
い
て
、
投
与
中
止
後
に
肝
酵
素
の
上
昇
が
回
復
し
た
も
の
の
、
再

投
与
に
よ
り
再
発
し
た
症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
黄
疸
や
肝
機

能
障

害
を

示
唆

す
る

そ
の

他
の

症
状

が
回

復
し

た
場

合
で

も
本

剤
を

含
む

ビ
ル
ダ
グ
リ
プ
チ
ン
を
含
有
す
る
製
剤
を
再
投
与
し
な
い
こ
と
。
 

相
互
作
用
 

相
互
作
用
 



 
 （

新
設
）
 

 

併
用
禁
忌
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
過
度
の
摂
取
）
 

  


